
 

 

 

 

令和７年 第３回教育委員会会議録 

令和７年３月２８日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲州市教育委員会 

 

 

 



第３回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和７年３月２８日（金）（午後１時３０分から） 

 場 所  甲州市民文化会館２回 第３会議室 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   加 藤 幸 夫 

委     員   永 田 清 一     委     員   依 田 智 子 

委     員   反 田 千 佳 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

（なし） 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教育総務課長   清 水   修     教育総務課Ｌ   丸 田 美津恵 

  教育総務課Ｌ   窪 川 はづき     生涯学習課長   小 林 好 彦 

  生涯学習課Ｌ   土 屋 典 子     指 導 主 事   那 須 栄 樹 

指 導 主 事   堀 井 ますみ     教育総務課Ｌ   高 石 宏 満 

事 務 担 当   望 月 仁 美 

   

一 欠席した者は次のとおりである。 

  （なし） 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

日程第２ 議案第 ５ 号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定に

ついて 

日程第３ 議案第 ６ 号 甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例施行規則を廃止する規則について 

日程第４ 議案第 ７ 号 甲州市こども発達支援連携ネットワーク会議設置要綱制定について 

日程第５ 議案第 ８ 号 甲州市いじめ問題対策聯絡調整会議等設置要綱制定について 

日程第６ 議案第 ９ 号 甲州市部活動指導員派遣事業実施要綱の一部を改正する告示について 

日程第７ 議案第１０号 令和７年度甲州市学校教育グランドデザインについて 

日程第８ 報告第 ２ 号 甲州市付属機関の設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則制定 

について 

   日程第９ 教育委員会事務局職員の人事異動内示について 

   日程第 10 令和７年度甲州市当初予算について 

    

  



教育長     ただいまから、甲州市教育委員会３月定例会を開会いたします。 

本日の出席委員は５名で定数に達しております。本日の会議録署名委員に依田委員を指名

いたします。 

それでは、議事日程に基づき、これより日程に入ります。 

［日程第１］ 

教育長     日程第１ 教育長諸般の報告を行います。 

それでは、お手元にお配りしてあります、諸般の報告をご覧ください。 

本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 

             「なし」の声 

         

以上で、教育長諸般の報告は終了いたします。 

［日程第２］ 

教育長     日程第２ 議案第５号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する

規則制定について、事務局から提案説明を求めます。 

生涯学習課長  議案第５号 議案第５号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正す

る規則制定について、ご説明いたします。議案資料、３ページに概要がございます。まず、

趣旨でございます。社会体育施設を利用する際の使用料の減免につきまして、教育委員会

がその必要性を認めるものの使用に係る減免の割合を見直すというものであります。背景

等でございますが、この規定では、甲州市社会体育施設設置及び管理条例第８条の規定に

基づきまして、使用料の減免について要件等を定めておりますが、その要件の一つに「教

育委員会が特に必要と認めた場合」という規定があり、その場合の減額の割合は１００分

の２０と定められているところであります。今般、３月上旬に山梨県知事と山梨県スポー

ツ協会会長の連盟により、「競技力向上対策事業に係る体育施設等の使用料減免について」

とする依頼の文書が届きました。この文書では、国民スポーツ大会の候補選手が参加する

強化合宿や練習試合等で塩山体育館を使用する場合の使用料減額についての依頼文書でし

た。減額の割合を２分の１の半額にとの内容で、この２分の１につきましては、県営の施

設と同じ扱いでということでありました。当市におきましては、令和１４年に、山梨県で

開催されます国民スポーツ大会のハンドボール協議の会場として塩山体育館が決まってお

りますので、今回のこの依頼を受けることは、大会に向けた機運醸成や、スポーツ少年団

の子どもたちをはじめハンドボール協議の推進につながるのではないかということで、こ

の依頼を受けるために、今回１００分の２０となっているものを、半額にできるように改

正を行うものであります。改正の内容でございますが、現在１００分の２０としているも

のを、「教育委員会が相当と認める割合」と変えさせていただきたいと思います。これは、

今年度改正を行った、重要文化財旧高野家住宅（甘草屋敷）や近代産業遺産宮光園の使用

料の減免規定に倣ったかたちとさせていただいております。ただ、「教育委員会が相当と

認める割合」として、恣意的に何でもできるのではなく、その運用については、その都度

理由を付した上で教育長決裁を受けるなど、適正な運用をしていく事としております。こ

の改正規則の施行期日は新年度からということで、令和７年４月１日から施行することと

なっているものであります。説明は以上でございます。 

教育長     はい。ただ今、生涯学習課長から説明がございましたが、委員の皆様方からご質問等ござ

いますか。 

永田委員    質問ではありませんが、施設を有効に使った方がいいと思います。いろいろな事で配慮し



ていただけるとありがたいです。活かせるものはどんどん活かしていただきたいと思いま

す。 

生涯学習課長  利用についても、いろいろなところで機会を捉えて広報等していきたいと思います。 

教育長     よろしいですか。他にございませんか 

 

             「なし」の声 

 

教育長     それでは、議案第５号 甲州市社会体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する

規則制定につきましては、提案のとおり制定するものとしてよろしいでしょうか 

 

             「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。では、原案のとおり制定するものといたします。 

次に移ります。 

［日程第３］ 

教育長     日程第 3 議案第６号 甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例施行規則を廃止する規

則について事務局から説明をお願いします。 

生涯学習課長  それでは、報告第６号 甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例施行規則を廃止する規

則について説明をさせていただきます。お手元の資料の２ページでございますが、概要に

基づいて説明をさせていただきます。 

趣旨といたしまして、甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例を廃止いたしましたので、

その施行規則につきましても廃止をするということであります。 

背景等でございますが、施設の老朽化等に伴い、令和７年３月３１日をもって勝沼青少年

旅行村、これは、勝沼の菱山にあります大滝山キャンプ場でありますけど、これを閉鎖す

るため、廃止条例が先般行われました甲州市議会３月定例会で可決をされました。これに

伴いまして条例と同じ日、４月１日から施行することとし、廃止をしていく事となります。 

キャンプ場につきましては、勝沼の小学生が少年ジャンボリーという夏休みの体験のキャ

ンプを行ったりと長い歴史もありましたが、４０年以上が経つ中で施設が非常に老朽化等

により、平成１９年以降は一般の利用はないような状態でした。ただ、コロナ禍前までは

少年ジャンボリー、勝沼の６年生のキャンプ場としては行っていましたが、コロナでやら

なくなって、使わないことによってさらに老朽化が進んでしまいましたので、今年度をも

って、キャンプ場としては廃止するということです。以上です。 

教育長     事務局からの説明が終わりました。委員の皆様から質問のご意見等ありましたら、よろし

くお願いします。 

永田委員    余分なことかもしれませんが。昔の話ですが、勝沼町の頃はいろいろな学校から子どもた

ちが集まって、ジャンボリーで、子どもたちがすごく仲良くなるんですよ。学校を超えて。

それが非常に印象に残っています。子ども達は大人が考える以上に仲良くなりますね。そ

ういうことができる、できたできたっていうことを今更ながら懐かしく思い出したんです

けどね。本当に素晴らしい施設でした。 

生涯学習課長  小学生のキャンプについては、今年度も開催をしまして、コロナ禍は宿泊はありませんで

したが、今年度コロナ明けで初めて一泊で勝沼の４小学校と大和小学校の６年生が集まっ

て、会場は旧大和中学校の校庭で行いました。今、永田委員がおっしゃったように、子ど

も達が非常に楽しんで、違う学校だけどもみんな仲良くなっていました。我々も実はその



６年生ったの同じようなことをやってました。そういうことを大切にしていきたいなと思

います。ただ、大滝山キャンプ場は古くてちょっと使えないということです。 

教育長     よろしいですか。他にございませんか 

 

             「なし」の声 

 

教育長     それでは、報告第６号 甲州市勝沼青少年旅行村設置及び管理条例施行規則を廃止する規

則につきましては、提案のとおり制定するものとしてよろしいでしょうか 

 

             「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。では、原案のとおり制定するものといたします。 

次に移ります。 

［日程第４］ 

教育長     報告第７号 甲州市こども発達支援連携ネットワーク会議設置要綱制定について事務局 

から説明をお願いします。 

教育総務課長  議案第７号 甲州市こども発達支援連携ネットワーク会議設置要綱制定についてになりま

す。最後のページに要綱の内容がございますので、そちらに基づいて説明をさせていただ

きます。まず、甲州市発達障害連携ネットワーク会議というのが平成２０年度から、市に

おいては既に設置をされておりました。今般その対象となりますのが、市内の乳幼児、そ

れから、児童生徒ということになりますので、会の名称を改めて甲州市こども発達支援連

携ネットワーク会議と改めさせていただくものでございます。併せまして、これまで、会

則等で規定をしておりました所掌事務等それから構成員等につきまして、改めて要綱の中

で定めていくというものでございます。要綱制定の内容でございますが、今申しあげたネ

ットワーク会議につきましては所掌事務といたしまして、甲州市内における発達障害と疑

いのある幼児及び児童の実態把握及び課題の整理に関すること。それから、構成員につき

ましては峡東教育事務所、甲州市保育所連合会、塩山カトリック幼稚園の園長、山梨県の

障害児地域療育等支援事業実施事業所等々のメンバー、それからの市の職員の中、子育て

支援課、健康増進課等の職員で構成をするという形でございます。この構成員に関しまし

ては今現在ございますネットワーク会議とメンバーは変わってございません。さらに所掌

事務の中、ネットワーク会議につきましては、先ほど申し上げた発達障害児等に関します

早期発見、早期支援のための協議を図る会議であります。さらにその連絡会議の下部組織

といたしまして、ケース会議を設け、さらに困難な事案が発生した場合についてはそのケ

ースの中で協議を進めていくという内容でございます。こちらに関しては以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

教育長     事務局からの説明が終わりました。委員の皆様から質問のご意見等ありましたら、よろし

くお願いします。よろしいですか、特にございませんか。 

 

             「なし」の声 

 

教育長     報告第７号 甲州市こども発達支援連携ネットワーク会議設置要綱制定につきましては、

提案のとおり制定するものとしてよろしいでしょうか 

 



             「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。では、原案のとおり制定するものといたします。 

次に移ります。 

［日程第５］ 

教育長     日程第５ 議案第８号 甲州市いじめ問題対策聯絡調整会議等設置要綱制定について事務

局から説明をお願いします。 

教育総務課長   それでは、議案第８号 甲州市いじめ問題対策調整会議等設置要綱について説明をさせ

ていただきます。要綱の概要を示させていただいておりますので、そちらに基づいて説明

をさせていただきます。まず、いじめ防止対策推進法に基づきまして、国におきましては

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」、県に関しましては、「いじめの防止

等のための基本的な方針」、こちらを定めて現在運用してるところでございます。今般、

国については昨年の８月、県については昨年の１１月に改訂が行われました。この中では

いじめ重大事態の発生の未然防止、重大事態調査委員会、通常第三者委員会と申し上げて

おりますが、そちらでの調査事項及び全国的にはＳＮＳを介しました誹謗中傷あるいは仲

間外しといったいじめが増加傾向にあるということから、関係機関、特に警察や保護者と

の連携強化等について記載した改定が行われたところでございます。本市におきましては

平成２６年から、いじめ問題対策連絡協議会を設置させていただきまして、いじめの事前

防止に取り組んできているところでございます。国及び県の改訂を受けまして、改めて市

の付属機関といたしまして整備を行うとともに、いじめ問題専門委員会、これが第三者委

員会というものでございますが、そちらと、いじめ問題再調査委員会、いじめ問題専門委

員会、第三者委員会で、協議いたいた内容について不服申し立てがある場合に関しては改

めて再調査を行うという委員会でございます。こちらに関して新たに規定をさせていただ

くということで新たに要綱を設置させていただくものでございます。まず、この中いじめ

問題対策教員会につきましては、いじめ防止等に関する機関及び団体の連携の推進に関し

て協議を行うこととしてございます。委員に関しましては小中学校の関係者、ＰＴＡの関

係者といたしまして、定数は２０人以内、任期は２年ということで定めさせていただいて

おります。いじめ問題専門委員会、先ほど申し上げました第三者委員会でございます。い

じめ防止等のための対策等の調査審議あるいは重大事態にかかります事実関係を調査する

ものでございます。委員につきましては弁護士、学識経験者といたしまして、定数は１０

人以内、任期に関しましてはその審議に係る期間ということに定めさせていただいており

ます。いじめ問題再調査委員会につきましては、先ほどのいじめ問題専門委員会で、協議

をした内容につきまして不服申し立て等が改めて提出された際におきましては、これちら

は市長部局でございますが、市長の諮問に応じましての再度の調査を行うということとし

て設置をさせていただくものでございます。委員に関しては弁護士、学経験者といたしま

して定数が５人、任期に関しては当該審議に係る期間ということで定めさせていただいた

ものでございます。施行期日については令和７年４月１日から施行をしてまいりたいと考

えております。こちらに関しましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

教育長    事務局からの説明が終わりました。委員の皆様から質問のご意見等ありましたら、よろし

くお願いします。 

        今、課長から説明がございましたが、昨年の８月、国からガイドラインの改訂が行われて、

山梨県も同じように基本的な方針の改訂が行われました。強く求められているのは、いじ

めの疑いがあって、例えば３０日欠席されてるのところで疑いが生じた時には、もう重大



事態だというふうなことを想定して、学校と教育委員会がそれで動き出すというようなこ

とでございます。さらに被害を受けている子どもさん、子どもさんの保護者の方の考え、

意向を丁寧に把握する中で、このいじめ問題の調査等の対応が求められるということにな

ります。さらに、ここに出てきていますけども、例えば、この甲州市いじめ問題専門委員

会で調査をしても、その調査結果に対してその保護者の方が不審であればさらに市長部局

の方に再調査が求められるというようなことになっています。そのため、既に昨年末ある

いは今年の年始めの校長会において、この改訂についてよく説明をさせていただいて、平

事から、平常の学校生活の中で、いじめについては本当に丁寧に対応をお願いしたいとこ

とで話をさせていただいただいてますし、もう４月がスタートするわけですけど、学校が

新年度を迎えるにあたっては、例えばＰＴＡ総会の中でその学校のいじめ学校の基本方針

等を保護者の皆さんに説明をしたりとかですね、このいじめ重大事態の発生等に関わる説

明も行うような指導が国や県からもされておりますので、そうした対応は甲州市としても、

対応を丁寧に進めていきたいと思っております。このようなことを付け加えさせていただ

きまして、この議案第８号につきましては原案のとおり制定するものとしてということで

よろしいでしょうか。 

 

             「はい」の声 

 

教育長    ありがとうございます。では、原案のとおり制定するものといたします。 

次に移ります。 

 ［日程第６］ 

 教育長    日程第６ 議案第９号 甲州市部活動指導員派遣事業実施要綱の一部を改正する告示につ

いて事務局から説明をお願いします。 

  教育総務課長 それでは議案第９号 甲州市部活動指導員派遣事業実施要綱の一部を改正する告示につい

て説明をさせていただきます。同じように一番最後のページに概要がございますので、そ

ちらに基づいて説明をさせていただきます。まず中学校部活動の指導員に関しましては県

の補助事業等を使う中で現在３名の方が甲州市の中学校に派遣されてございます。その身

分と勤務時間、時間、報酬等につきまして改めてこの要綱の中で定めさせていただくもの

でございます。まず、パートタイムの会計年度任用職員であること、勤務時間に関しまし

ては、４週間を超えない期間につき一週間あたり３８時間４５分に満たない範囲で定める

という形。それから報酬等につきましては一時間あたり１，６００円、勤務時間について

は年間で２１０時間という形で改めて定めさせていただくものでございます。現在、先ほ

ど申し上げましたが、３名の方が本市においてはお願いをしているところでございます。

４月以降に関しましても同様な形で取り組みはさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。こちらに関しては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 教育長    事務局からの説明が終わりました。委員の皆様から質問のご意見等ありましたら、よろし

くお願いします。よろしいですか、特にございませんか。 

 

             「なし」の声 

 

教育長    議案第９号 甲州市部活動指導員派遣事業実施要綱の一部を改正する告示につきましては、

提案のとおり制定するものとしてよろしいでしょうか 

 



             「はい」の声 

 

教育長    ありがとうございます。では、原案のとおり制定するものといたします。 

次に移ります。 

 

［日程第７］ 

教育長    日程第７ 議案第１０号 令和７年度甲州市学校教育グランドデザインについて事務局か

ら説明をお願いします。 

   教育総務課長 それでは議案第１０号 令和７年度甲州市学校教育グランドデザインについて説明をさせ

ていただきます。こちらについては、まず私の方から概要について説明をさせていただきま

して、その後那須指導主事の方から詳細については説明をさせていただければというふう

に思っております。まず、別添資料の中で、１ページを開いていただきまして、令和７年度

甲州市学校教育グランドデザインの具現化に向けて。こちらの資料をご覧いただければと

思います。まず、令和７年度でございますが、先ほど教育長のご挨拶にもございましたが、

甲州市教育振興基本計画が５年度に策定をされております。ちょうど５年計画の３年目と

なって、折り返しの年度になってまいります。これまで行ってまいりました取り組みの点

検、強化をまず行いまして着実な推進を図ってまいりたいというところでございます。この

ような中、学校教育グランドデザインの具現化に向けて６つの重点項目を定めてございま

す。１から６までそれぞれ、この２ページ、３ページをご覧いただければと思います。この

中でございますが、特に重点的に取り組む方法について私の方から説明をさせていただき

ます。まず１番目でございます。「「新しい時代を生き抜く資質・能力の育成」についてでご

ざいます。昨年度から夢を叶える学びのプロジェクトを開始いたしまして、７年度が２年目

の取り組みということになります。ＩＣＴ端末を学習基盤とし、個別最適な学びと協働的な

学びを一体的に取り組むことによりまして、子どもたち一人ひとりが自ら選択し、決定した

学びを他社と擦り合わせることにより、自ら学び続けようとする力を育てるというところ

がこの趣旨でございます。次に３ページの真ん中になります。５の「「家庭や地域、社会と連

携「・協働した教育活動の展開」でございます。昨年１２月に文部科学省から中央教育審議会

に対しまして、、初等中等教育における教育課程の基準等のあり方について諮問がなされた

ところでございます。その中ではデジタル学習につきましては、困難、克服を助ける大きな

可能性を秘めてはいるが、効果的な活用はまだ始まったばかりであるという内容でござい

ました。デジタルの力でリアルを支える必要があるという形でその中でうたわれておりま

す。このことから来年度、７年度につきましては、学校運営協議会のさらなる発展、充実に

よりまして学校と地域が一体となって子どもを育てていくということ。それから学校支援

ボランティア事業等もございますのでその中で地域の皆様と直接触れ合う機会の創出を進

めてまいりたいというところが主な内容でございます。概要については私の方から以上で

ございます。詳細について那須指導主事の方から説明をさせていただきます。 

那須指導主事  では、私の方から、少し紹介の話をさせていただきます。先ほど課長からありましたよう

に、まず２ページの、一番やはり先頭にくる、夢をかなえる学びのプロジェクトが２年目に

なりまして、それぞれ、ブロックごと中学校区ごとの司会進行で、有識者をお呼びしての教

育講演会を実施し、その流れをこの研究テーマに沿ったもので、特に学習基盤となるＩＣＴ

の活用、そこから主体的、対話的で深い学びの実現に向かうために、やはりそこには子ども

の可能性における個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実。これをすることによっ

て、学び続ける力っていうのが２年目の強調されている点です。この学び続ける力をいかに



育てていくか、そこが夢をかなえる学びに繋がっていくということになります。特にその中

で「「ＩＣＴ端末を学習基盤として」という言葉が昨年度とは違うところです。昨年度は「「有

効に活用して」とありましたので本年度は学習基盤ということで、中央教育委会の諮問でも

ありますが情報活用能力とか抜本的な交渉っていうさらに文言が謳われます。これが基盤

となり、つまりその中でＩＣＴ端末が、言ってみれば学びの宝箱っていう意識のもとでさら

に探究的な学びを進めていけるようにしていけたらと思います。その中の一つが外国語教

育の推進にも入ってきています。それから、２番目の「「生命や人権を尊重する豊かな心の育

成」ということで特に今年度から三年間、東雲小学校の道徳教育の推進校として、よりこの

多面的多角的に捉え、考え議論する授業を構築していただきました。それを全ての学校が道

徳教育推進教室を広めていただきました。また、道徳教育も含めてその下にある人権教育の

推進もすごく大事であるということです。道徳教育のみならず全ての教科に関わって、また

これがいじめと直結してる部分もありますので、人権教育の推進はすごく大事にしていき

ながらやはり甲州市が一番土台としている親和的で心理的安全性を確保した学級集団作り

の推進をしていきながら進んでいければと思います。また平和教育の推進についてはわだ

つみ平和文庫等がありますが、中学校ばかりではなく本年度は小学校も見学に行った事例

があります。来年度、今年は戦後８０周年ということで様々なリアルな、、戦争体験の話ま

たはＩＣＴを活用するのも実際見に行くのもそうです。さらにそういったところの平和教

育の推進をしていきたいと思っております。また、３ページについては特別支援教育の推進

を引き続き行っていくと。そこが担任の先生方にも土台となる部分でもありますので、子ど

もたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な支援を行うということを大事にしていけ

ばと思います。それと同時に、先ほど課長からもありましたけれども、コミュニティスクー

ルのさらなる充実もありますが、さらに社会に開かれた教育課程ということで、教育課程と

位置付けていきながら、よりリアルな体験的な活動を地域に出向いて学んでいければとい

うのが、学校情報化「先進地域」「「良良校」の教育ＤＸの推進につがっていくことでもあり

ますので、引き続きやはり甲州市だけが県内で先進地域でありますので、引き続き伸ばして

いきながらまたその中で校務ＤＸも進めて、先生方の働き方改革につげていければと思っ

ております。以上、長くなりましたが詳細な説明をさせていただきました。以上になります。 

教育長    それでは、教育総務課長と指導主事の方から議案第１０号につきまして説明がございまし

たが、何か委員の皆様からご質問ご意見等ありましたらお願いします。 

永田委員   これからの教育をどういう風なイメージで進めていくかということを当然考えているし、こ

ういう風に文字で出てくるのが非常にいいことだと思ってるんです。課長の方から大筋のこ

とを言ってくれた。この部分について。それを補完して、具体的な言葉でここに明記されて

いる。文字になってるってことが非常に強いと思います。というのは感覚だけで人間は成長

できませんから、必ずフィードバックしたい時にどこに戻ったらいいかということはちゃん

と文字で確認をしていくことは大事じゃないかと思います。だから口で言って最後は、文字

をきちっと残すってことが大事じゃないかということで、そういう方向で歩んでいるってい

うのは見えますので、とても私はいいと思います。いいっていうのは迷ったらそこに戻れる

ってことができるからということです。よろしくお願いします。 

教育長     ありがとうございます。 

加藤職務代理者 やはり再三話が出てるように、第４期の教育振興基本計画の新しい取組の２年間が非常に

明確な方向性を持っていたんだなっていうことを今の説明を聞きながら改めて実感したと

ころです。それを来年度さらに深めていくっていうようなことを考えた時に、今の方向性

がこれからの学校が最近テレビでも言ってますけれども、どういう学校のスタイルになる



かっていうことが皆目の見当がつかないというちょっと大げさかもしれないけれども、な

かなか見えてこないですよね。情報化の社会の中で生きている子どもたち、そういう時代

の中にある学校は漠然と当然そういうふうになってくことは分かるんだけれども、そうい

う学校のあり方とかその学校の中で学ぶ子どもたちの学びってどういう学びかっていうこ

とになると、もう個々、様々だと思うし、分からないところだらけだと思うんです。永田

委員のその足元を固めていくしかないので、その方向性として、甲州市はそういう時代を

本当に目指しつつ確かな子どもたちに学びを進めていくという方向で、きちんとしたしっ

かりとした方向性がもう随所に表れていて、それを我々が一つひとつ、当然中身の理解を

したうえで、実践を通しながら先生たちも切磋琢磨しながら、いやそれは違うとかそれは

確からしいということを確かめて、そういう教育活動を進めていくっていう意味ではグラ

ンドデザインがこういう風にイメージをしっかりと持たせられる方法で示されるっていう

ことはすごくいいんじゃないかなと思いますし、今後もそういう中で進めていただくとあ

りがたいですという感想を持ちました。 

教育長    ありがとうございました。本当にありがとうございます。今、本当に少子高齢化が進んでい

て、世界の状況も本当に混迷を深めていますし、その一方でこうしたデジタルがすごい急速

に進歩しています。この間、加賀市の教育長さんのお話を聞いたら、やっぱりその一つの学

級の中に２０人とか３０人のお子さんが一緒に勉強机を並べるんだけど、そのお子さんた

ちがもう本当に一人ひとり違う状況が生まれていて、例えば日本語が話せないお子さんも

いるだろうし、いろんな特性を持ってるお子さんも何パーセンっていうような割合でおら

れるし、その一方すごい特異な才能を持ってるお子さんもいたりということで。でちょっと

言ったんですけど、普通の子ってどういう子が普通の子なんだっていうような状況なんで

すよ。それで、保護者の方も本当に価値観が多様になっていますし、そのご家族の背景もい

ろんなことを持っておられますので、そうした中でなかなかどういう教育が、今加藤職務代

理者がおっしゃいましたが、どういう風に進めていくのがいいんだろうか、どういう風にや

ってくかっていうのは、本当これからがデジタルを学習基盤として、リアルの体験をと言う

んだけども、だけどそれは本当に正しいのかどうか個別最適とか協働的な学びっていうの

は本当にこれからの時代に合ってるのかどうかっていうのは、本当にやってみないとわか

んないので、だったら、こういう道標みたいなグランドデザインを作ってそれを共通理解を

持って進めていく、着実に進めていって検証していくっていうことがやっぱり大切だなっ

ていうことを今ご意見ご示唆をいただく中で思いました。そんなことで、議案第１０号の令

和７年度甲州市学校教育グランドデザインにつきましては提案の通り制定するものとして

よろしいでしょうか 

 

             「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。では、原案のとおり制定させていただきます。 

次に移ります。 

 

［日程第８］ 

教育長     日程第８ 報告第２号 甲州市付属機関の設置に関する条例施行規則の一部を改正する規

則制定について事務局から説明をお願いします。 

教育総務課長  報告第２号甲州市付属機関の設置に関する条例施行規則の一部を改正する規則制定につい

てでございます。先ほどご審議をいただきましたいじめ問題対策聯絡調整会議等につきま



して、条例の中でこの附属機関の中に規定をされることとなりました。条例の中において

は、その付属機関の名称、所掌事務、各委員の報酬金額等について定めさせていただいた

ところでございます。こちらの規則につきましては、さらにそこの関係するところに合わ

せまして、各協議会、それから委員会の中に、それぞれ委員長であったり副会長であった

り、あるいは副委員長といった形で、役職のものを置く、それから定員についてそれぞれ 1

名ずつ定めるというようなことで、今回の規則の改正が行われたところでございます。こ

ちらに関しましては先ほどの申し上げた条例が、３月２１日の本会議において、議決をさ

れておりますので、そのことに合わせてこちらに関しても改正がなされたという形でござ

います。公布に関しましては施行の日からという形で規定がされている状況でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 教育長   報告第２号について説明がございましたけど、何かございますでしょうか。よろしいでしょ

うか 

 

             「はい」の声 

 

教育長     ありがとうございます。では、報告第２号については以上といたします。 

 

［日程第９］ 

 教育長     教育委員会事務局職員の人事異動内示について、事務局から説明をお願いします。 

 教育総務課長  お手元にＡ４版横で内示表と書かれた資料がございます。こちらをご覧いただければと思

います。先日人事異動の内示がございまして、市の職員につきましてもそれぞれ４月１日

から配置がなされるという形でございます。 

         （教育総務課、生涯学習課について資料により説明） 

 教育長     教育委員会事務局職員の人事異動内示について説明がありましたが、何かございますか。

よろしいでしょうか。 

 

             「はい」の声 

 

教育長     それでは、日程第９につきましては、以上といたします。次に移ります。 

 

［日程第１０］ 

 教育長     令和７年度甲州市当初予算について、事務局から説明をお願いします。 

 教育総務課長  （資料を基に説明） 

 教育長     令和７年度甲州市当初予算について説明がございましたけど委員の皆様方で何かご質問等

ございますか。よろしいでしょうか。 

   

「はい」の声 

 

教育長    それでは、日程第１０については以上といたします。 

    本日予定していた議事はすべて終了いたしました。ありがとうございました。 

これをもちまして令和６年第３回定例教育委員会を閉会といたします。ありがとうございま

した。 

 


